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昭
三
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出
救
急
医
療
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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一 

 



御
指
摘
の
「
二
十
四
時
間
体
制
に
よ
る
受
入
れ
を
行
つ
て
い
る
病
院
」
に
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
病
院
（
以
下
「
救
急
告
示
病
院
」
と
い
う
。）
が
該
当
す 

一
に
つ
い
て 

    
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
数
及
び
救
急
自
動
車
に
よ
る
搬
送
患
者
数
の
過
去
五
年
間
の
推
移
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。 

 

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
救
急
医
療
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

  
救
急
医
学
・
医
療
に
つ
い
て
は
、
高
度
に
専
門
分
化
し
た
医
学
・
医
療
の
各
領
域
を
一
つ
の
ま
と
ま
つ
た
考

え
方
の
下
に
教
育
・
研
究
組
織
あ
る
い
は
診
療
組
織
と
し
て
統
合
す
る
こ
と
に
種
々
の
困
難
が
あ
る
こ
と
、
ま 

現
在
、
専
ら
救
急
医
療
に
対
応
す
る
た
め
に
複
数
の
医
師
を
配
置
し
て
い
る
大
学
附
属
病
院
は
、
国
立
大
学

十
七
病
院
、
公
立
大
学
一
病
院
及
び
私
立
大
学
十
七
病
院
で
あ
る
。 

（
注
） 
一
、
救
急
告
示
病
院
数
は
、
各
年
の
四
月
一
日
現
在
の
数
で
あ
る
。 

現
在
、
救
急
医
学
に
関
す
る
講
座
を
設
置
し
て
い
る
大
学
は
、
国
立
大
学
二
校
、
私
立
大
学
五
校
で
あ
る
。 

二
、
国
に
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
を
含
む
。 

四 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

救
急
医
学
に
関
す
る
講
座
を
設
置
し
て
い
る
七
大
学
に
つ
い
て
見
る
と
、
救
急
医
学
の
講
義
時
間
数
は
十
二

時
間
か
ら
六
十
時
間
で
あ
り
、
そ
の
臨
床
医
学
の
講
義
に
占
め
る
割
合
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
る
。
ま
た
、
救
急
医
学
の
臨
床
実
習
時
間
数
は
二
十
二
時
間
か
ら
百
二
十
時
間
で
あ
り
、
そ
の
臨
床
実
習

に
占
め
る
割
合
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

な
お
、
救
急
医
学
に
関
す
る
講
座
を
持
た
ず
、
他
講
座
等
に
お
い
て
救
急
医
学
に
関
す
る
教
育
を
行
つ
て
い

る
場
合
、
そ
の
授
業
時
間
数
等
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

た
、
各
地
域
の
医
療
態
勢
に
お
い
て
、
大
学
附
属
病
院
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
異
な
る
こ
と
等
の
事
情
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
大
学
に
あ
つ
て
は
救
急
医
学
に
関
す
る
講
座
を
置
き
、
ま
た
、

附
属
病
院
に
専
ら
救
急
医
療
に
対
応
す
る
た
め
の
組
織
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五 

 



八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

診
療
に
つ
い
て
は
、
専
任
教
官
の
配
置
数
が
一
名
の
大
学
附
属
病
院
救
急
部
に
お
い
て
も
、
二
十
四
時
間
、

救
急
患
者
の
受
入
れ
が
行
え
る
よ
う
に
な
つ
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
各
診
療
科
の
応
援
を
受
け
ら
れ
る
態
勢

と
な
つ
て
い
る
。 

ま
た
、
救
急
部
に
お
け
る
専
任
教
官
の
業
務
内
容
は
、
救
急
診
療
に
従
事
す
る
と
と
も
に
救
急
部
に
所
属
す

る
看
護
婦
等
医
療
技
術
職
員
や
施
設
設
備
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。 

救
急
医
学
に
関
す
る
講
座
に
置
か
れ
て
い
る
教
授
の
人
数
は
七
大
学
と
も
一
人
で
あ
り
、
助
教
授
の
人
数
は

一
人
か
ら
三
人
、
講
師
の
人
数
は
〇
人
か
ら
六
人
、
助
手
の
人
数
は
〇
人
か
ら
五
人
で
あ
る
。 

国
立
大
学
附
属
病
院
の
救
急
部
は
、
二
十
八
大
学
二
十
九
病
院
に
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
専
任
教

官
一
名
を
配
置
し
て
い
る
の
は
二
十
七
病
院
で
あ
る
。 

六 

 



九
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

診
療
科
名
の
新
規
認
定
に
つ
い
て
は
、
「
診
療
科
名
等
の
表
示
に
関
す
る
検
討
会
」
を
設
け
、
現
在
、
診
療
科

名
の
認
定
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
等
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
待
つ

て
検
討
い
た
し
た
い
。 

ま
た
、
教
育
・
研
究
に
つ
い
て
は
、
講
座
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
救
急
医
学
に
関
す
る
授
業
科

目
を
設
け
、
あ
る
い
は
関
係
の
講
座
、
授
業
科
目
に
お
い
て
救
急
医
学
に
関
す
る
教
育
・
研
究
を
行
う
こ
と
な

ど
に
よ
り
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

救
急
医
学
・
医
療
に
関
す
る
教
育
、
研
究
、
診
療
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
の
意
向
、
検
討
状

況

、
地
域
に
お
け
る
救
急
医
療
態
勢
等
も
踏
ま
え
て
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

政
府
と
し
て
は
、
重
篤
な
救
急
患
者
に
対
応
す
る
た
め
の
高
度
の
診
療
機
能
を
有
す
る
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー 

七 

 



 

八 

の
整
備
を
進
め
る
等
救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
救
急
医
療
を
行
う
病
院
に
お

い
て
専
ら
救
急
医
療
を
担
当
す
る
医
師
を
配
置
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
病
院
の
事
情
、
当
該
地
域
に

お
け
る
救
急
患
者
の
発
生
状
況
等
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
各
々
の
病
院
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ

き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

御
指
摘
の
「
専
業
救
急
医
」
に
つ
い
て
は
、
専
門
医
一
般
を
ど
う
考
え
る
か
等
の
問
題
も
あ
り
、
ま
た
、
救
急

医
療
の
動
向
や
救
急
医
療
に
関
連
す
る
他
の
医
療
の
分
野
の
動
向
等
と
も
関
係
す
る
の
で
、
慎
重
に
対
応
し
て

い
く
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

  




